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令和５年度 消費者教育実践モデル構築

■概 要

文部科学省では、教育委員会や消費者行政部局、企業、大学、NPO、地域の関係者などの

多様な主体が連携・協働することにより、実践的で効果的な消費者教育を実施するためのモデルを構築す

る事業を行っています。

【大学×地域】

委託先：奈良国立大学機構

（奈良女子大学）

概 要：

成年年齢引下げや社会のデジタル

化を踏まえた消費者教育の在り方と

して、奈良女子大学の学生による教

育コンテンツの作成や啓発講座の企

画を行い、連携する自治体において

実際に啓発講座を行うことで、大学

生と市民が相互に学びあう消費者教

育モデルを構築する。

【企業×銀行×大学】

委託先：株式会社omochi

概 要：

神戸を拠点とする教育事業者（株

式会社omochi）と、銀行（みなと銀

行）と、大学（神戸学院大学）の３

者の協力により、地域の子どもたち

に届ける消費者教育コンテンツの開

発と、地域の子どもたちや大学生な

どの交流による消費者教育の実践に

取り組む。
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【消費者行政×教育委員会×地域】

委託先：消費者教育支援センター

（近江八幡市）

概 要：

近江八幡市で連携・協働して取り

組まれている消費者教育を検証する

ことで実施のために重要な要素をリ

スト化するとともに、より効果的で

持続可能な連携・協働体制を、消費

者教育の担い手である学校や地域の

方々とともに構築するための取組を

行う。
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■趣 旨

文部科学省では、平成２２年度より、「消費者教育推進事業」を実施し、大学及び社会教育分野における消費

者教育の推進のために各種取組を行っています。

平成２４年施行の「消費者教育の推進に関する法律」では、消費者教育を推進する多様な主体の連携

の確保による効果的な実施が規定されるほか、同法により閣議決定された「消費者教育の推進に関する

基本的な方針」では、地域の多様な主体間のネットワーク化や相互の連携と情報共有の仕組みづくりの

必要性が示されています。

そこで、文部科学省では、学校や地域において消費者団体等をはじめ様々な主体の連携・協働による

消費者教育を推進するため、消費者教育フェスタを開催しています。

消費者教育フェスタ

■令和５年度開催

近江八幡市会場

：令和６年２月１日（木）

島根会場

：令和６年２月10日（土）

※ オンラインと現地の併用で開催

■対 象

教員、教育委員会、

消費者行政部局、事業者、

消費者団体等
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コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

（委員）保護者代表・地域住民
地域学校協働活動推進員 など

学校運営協議会
学校運営や学校運営に必要な支援に関する協議を行う

※学校運営の責任者として教育活動等を実施する
権限と責任は校長が有する

地域学校協働活動推進員
地域と学校をつなぐコーディネーターの役割

コミュニティ・スクール
（学校運営協議会を設置した学校）

 校長が作成する学校運営の基本方針を承認
 学校運営について、教育委員会又は校長に意見
 教職員の任用に関して、教育委員会に意見

学校運営の
基本方針

学校運営・
教育活動

説明

説明

承認

意見

校長等

※ 地域学校協働本部
地域の人々や団体による「緩やかなネットワーク」
を形成した地域学校協働活動を推進する体制

地域学校協働活動
地域と学校が連携・協働して行う
学校内外における活動

教
育
委
員
会

意見

教職員の任用

任命

委嘱

学校運営

地域学校協働活動推進員

地域学校協働活動推進員

（委員）10～15人程度
 ・地域住民
 ・保護者
 ・地域学校協働活動推進員 など

地域住民等の参画を得て、
・放課後等における学習支援・体験活動（放
課後子供教室など）
・授業補助、校内清掃、登下校対応、部活動
補助などの学校における活動
・地域の防災活動やお祭り等地域の伝統行事
への参画など地域を活性化させる活動
などを実施

情報共有

情報共有

社会教育
団体・施設

文化・ｽﾎﾟｰﾂ
団体

企業・NPO

PTA
地域住民

保護者

子ども会

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

民生委員
児童委員

人権擁護
委員

消防団

教育・体験活動プログラム等の利用者
と提供者のマッチングを行うポータルサイ

ト（現在構築中）の活用

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5

※社会教育法第9条の7

※社会教育法第5条

４



事 例

【日吉コミュニティ・スクール「消費者教育」の取組】

◆概要

１ ．日 時 ： 令和４年１１月１６日（水） １５：３０～１６：５０ 

２ ．場 所 ：  滋賀県大津市立日吉中学校 北校舎３Ｆ図書室 

３ ．主催者 ： 大津市立日吉中学校運営協議会事務局

４ ．内 容 ：  

学校運営協議会を開催し、消費者教育の一環として、学校運営協議会の委員の方々と、

生徒会執行部の生徒が、すごろく体験「ライフサイクル ゲームⅢ（第一生命）」（※）を行

い、消費者として知っておくべき消費者被害とその対策などを学ぶ活動を行った。

（※） 「ライフサイクル ゲームⅢ（第一生命）」は「消費者教育教材資料表彰2022」で優秀賞を、

「消費者教育教材資料表彰2023」で理事長賞を受賞している。
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